
  令和 8 年５月１日正誤表 

①胎内市生涯学習施設整備事業 アドバイザリー・施設管理・運営計画策定業務委託 公募型プロポーザル 公募要領 ８頁 

 

正 誤 

（２）応募者の資格要件 

応募者は、次の資格要件を満たしているものに限ります。 

                             

              

・2011 年度（平成 23 年度）以降において、図書館を含む複合

施設※（延床面積 3,500 ㎡以上に限る。）に係る業務実績（履

行中のものを含む。）を有すること。 

なお、当該実績は、アドバイザリー業務、施設管理・運営計

画策定業務等の受託者かつ指定管理者として従事したものと

し、単独企業で行ったもの又はグループで応募する場合にあ

っては、グループの代表企業若しくはその構成員として行っ

たものに限る。また、指定管理者としての実績については、指

定管理期間が 5 年以上のものに限る。 

（２）応募者の資格要件 

応募者は、次の資格要件を満たしているものに限ります。 

なお、グループで応募する場合は、代表企業が実績要件を

満たすこととします。 

・2011 年度（平成 23 年度）以降において、図書館を含む複合

施設※（延床面積 3,500 ㎡以上に限る。）に係る業務実績（履

行中のものを含む。）を有すること。 

なお、当該実績は、アドバイザリー業務、施設管理・運営計

画策定業務等の受託者かつ指定管理者として従事したものと

し、単独企業で行ったもの又は              

    グループの代表企業         として行っ

たものに限る。また、指定管理者としての実績については、指

定管理期間が 5 年以上のものに限る。 

 

  



②別添資料６ 胎内市生涯学習施設整備事業 アドバイザリー・施設管理・運営計画策定業務委託 公募型プロポーザル 申請様式一式 

 様式 2－5 添付資料提 

出確認書 

 

（正） 

【以下、該当企業のみ】 応募者、業務責任者等の資格要件に関する確認書類 

8 

様式 2-6 応募者に係る資格要件確認書 

・2011 年度（平成 23 年度）以降において、図書館を含む複合施設（延床面積 3,500 ㎡以

上に限る。）に係る業務実績（履行中のものを含む。）を有することを証する書類 

なお、アドバイザリー業務、施設管理・運営計画策定業務等の受託者かつ指定管理者として従

事したもので、単独企業又はグループで応募する場合にあっては、グループの代表企業若しくはそ

の構成員として実施したものに限る。また、指定管理者としての実績については、指定管理期間

が５年以上のものに限る。 

☐ ☐ 

様式 2-7 業務責任者等に係る資格要件確認書 

●業務責任者等の資格要件（業務責任者、業務担当者すべて） 

健康保険被保険者証等の写し、住民税特別徴収税額通知書の写し、健康保険・厚生年金被保

険者標準報酬決定通知書の写し、所属会社の雇用証明のいずれか 

※ 代表企業の常勤の自社社員で、3ヶ月以上の雇用関係があることを証する書類を提出すること。 

・2011 年度（平成 23 年度）以降において、図書館を含む複合施設（延床面積 3,500 ㎡以

上に限る。）に係る業務実績（履行中のものを含む。）を有することを証する書類 

なお、アドバイザリー業務、施設管理・運営計画策定業務等の受託者かつ指定管理者として従

事したもので、単独企業又はグループで応募する場合にあっては、グループの代表企業若しくはそ

の構成員として実施したものに限る。また、指定管理者としての実績については、指定管理期間 

が５年以上のものに限る。 

☐ ☐ 

 

  



（誤） 

【以下、該当企業のみ】 応募者、業務責任者等の資格要件に関する確認書類 

8 

様式 2-6 応募者に係る資格要件確認書 

・2011 年度（平成 23 年度）以降において、図書館を含む複合施設（延床面積 3,500 ㎡以

上に限る。）に係る業務実績（履行中のものを含む。）を有することを証する書類 

なお、アドバイザリー業務、施設管理・運営計画策定業務等の受託者かつ指定管理者として従

事したもので、単独企業又は                      グループの代表企業       

      として実施したものに限る。また、指定管理者としての実績については、指定管理期間

が５年以上のものに限る。 

☐ ☐ 

様式 2-7 業務責任者等に係る資格要件確認書 

●業務責任者等の資格要件（業務責任者、業務担当者すべて） 

健康保険被保険者証等の写し、住民税特別徴収税額通知書の写し、健康保険・厚生年金被保

険者標準報酬決定通知書の写し、所属会社の雇用証明のいずれか 

※ 代表企業の常勤の自社社員で、3ヶ月以上の雇用関係があることを証する書類を提出すること。 

・2011 年度（平成 23 年度）以降において、図書館を含む複合施設（延床面積 3,500 ㎡以

上に限る。）に係る業務実績（履行中のものを含む。）を有することを証する書類 

なお、アドバイザリー業務、施設管理・運営計画策定業務等の受託者かつ指定管理者として従

事したもので、単独企業又は                              グループの代表企業         

        として実施したものに限る。また、指定管理者としての実績については、指定管理期間

が５年以上のものに限る。 

☐ ☐ 

 

  



③別添資料６ 胎内市生涯学習施設整備事業 アドバイザリー・施設管理・運営計画策定業務委託 公募型プロポーザル 申請様式一式 

 様式 2－6 応募者に係る資格要件確認書 

 

正 誤 

１ 応募者に係る資格要件 

2011 年度（平成 23 年度）以降において、図書館を含む複合施設（延

床面積 3,500 ㎡以上に限る。）に係る業務実績（履行中のものを含

む。）を有することを証する書類 

なお、アドバイザリー業務、施設管理・運営計画策定業務等の受託者

かつ指定管理者として従事したもので、単独企業又はグループで応

募する場合にあっては、グループの代表企業若しくはその構成員と

して実施したものに限る。また、指定管理者としての実績について

は、指定管理期間が５年以上のものに限る。 

１ 応募者に係る資格要件 

2011 年度（平成 23 年度）以降において、図書館を含む複合施設（延

床面積 3,500 ㎡以上に限る。）に係る業務実績（履行中のものを含

む。）を有することを証する書類 

なお、アドバイザリー業務、施設管理・運営計画策定業務等の受託者

かつ指定管理者として従事したもので、単独企業又は       

          グループの代表企業          と

して実施したものに限る。また、指定管理者としての実績について

は、指定管理期間が５年以上のものに限る。 

 

  



④別添資料６ 胎内市生涯学習施設整備事業 アドバイザリー・施設管理・運営計画策定業務委託 公募型プロポーザル 申請様式一式 

 様式 2－7 業務責任者等に係る資格要件確認書【１ 業務責任者の資格要件の箇所】 

 

正 誤 

2011 年度（平成 23 年度）以降において、図書館を含む複合施設（延

床面積 3,500 ㎡以上に限る。）に係る業務実績（履行中のものを含む）

を有すること。 

なお、アドバイザリー業務、施設管理・運営計画策定業務等の受託者

かつ指定管理者として従事したもので、単独企業又はグループで応

募する場合にあっては、グループの代表企業若しくはその構成員と

して実施したものに限る。また、指定管理者としての実績について

は、指定管理期間が５年以上のものに限る。 

2011 年度（平成 23 年度）以降において、図書館を含む複合施設（延

床面積 3,500 ㎡以上に限る。）に係る業務実績（履行中のものを含む）

を有すること。 

なお、アドバイザリー業務、施設管理・運営計画策定業務等の受託者

かつ指定管理者として従事したもので、単独企業又は       

           グループの代表企業         と

して実施したものに限る。また、指定管理者としての実績について

は、指定管理期間が５年以上のものに限る。 

 

  



⑤別添資料６ 胎内市生涯学習施設整備事業 アドバイザリー・施設管理・運営計画策定業務委託 公募型プロポーザル 申請様式一式 

 様式 2－7 業務責任者等に係る資格要件確認書【２ 業務担当者の資格要件の箇所】 

 

  

2011 年度（平成 23 年度）以降において、図書館を含む複合施設（延

床面積 3500 ㎡以上に限る。）に係る業務実績（履行中のものを含む。）

を有すること。 

なお、当該実績は、アドバイザリー業務、施設管理・運営計画策定業

務等の受託者かつ指定管理者として従事したものとし、単独企業で

行ったもの又はグループで応募する場合にあっては、グループの代

表企業若しくはその構成員として行ったものに限る。また、指定管

理者としての実績については、指定管理期間が５年以上のものに限

る。 

2011 年度（平成 23 年度）以降において、図書館を含む複合施設（延

床面積 3500 ㎡以上に限る。）に係る業務実績（履行中のものを含む。）

を有すること。 

なお、当該実績は、アドバイザリー業務、施設管理・運営計画策定業

務等の受託者かつ指定管理者として従事したものとし、単独企業で

行ったもの又は                 グループの代

表企業         として行ったものに限る。また、指定管

理者としての実績については、指定管理期間が５年以上のものに限

る。 

 


